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遺産分割についての勘違い 

 

遺産分割について新聞の解説は勘違いしている場合があります。 

 

11月 14日のある新聞の内容 

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 遺言がない場合、法定相続の割合が遺産分割の基準になるということ。相続

人が配偶者と子供１人の場合だと２分の１ずつです。 

 遺産が２０００万円の自宅と３０００万円の預貯金の計５０００万円なら、

２５００万円ずつです。この場合に配偶者が自宅をもらうと、それでもう２０

００万円です。法定相続の割合に基づくと預貯金は５００万円しかもらえませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 誤解の始まりは、配偶者は法定相続分（２分の１）しか貰えないという認識

です。配偶者が法定相続分を超えて貰ったらダメという規定は存在しません。  

 配偶者が自宅と預金の全額を受け取ることも可能ですし、実際に円満なご家

庭では配偶者が全て相続するケースが多いです。 

郵送ではなく e-mail での配信を希望される方はご連絡ください    

  
 

2,000万円 3,000 万円 

相続 

2,000万円  500万円 

  

2,500万円 


